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  鉾田市(以下「市」という。)では、小学校の適正規模及び適正配置を図るため、平成

24 年 3 月に「鉾田市公立学校施設再編計画」を策定し、統合小学校の整備を進めていま

す。 

この様な中、閉校した学校跡地の利活用に向けて、効果的な取り組みを推進するため

「鉾田市学校跡地利活用計画」（以下「利活用計画」という。）を令和 2 年 3 月に策定し

ました。 

今回の事業提案型一般公募は、利活用計画に基づき、市の政策課題の解決や新たな行

政需要への対応など、地域活性化につながる事業提案を民間事業者等（以下「事業者」

という。）から幅広く公募し、優先事業者を選定するものです。 

提案にあたっては、この趣旨を御理解の上、周辺地区の環境に十分配慮するととも

に、地域の活性化に貢献し、学校跡地の有効活用が図れるよう本要項の内容を十分に把

握した上で応募ください。 

 

と う ま

小学校 

  ア 代表所在地 

茨城県鉾田市当間 2122 番地 6 

  イ 敷地面積 

    11,304 ㎡ 

  ウ 区域区分 

非線引き都市計画区域 無指定 

  エ 主要建物概要 

施設名 建築年月 閉校年月 構造 階層 延床面積 IS 値 耐震対策 

校舎 昭和 52 年 2 月 
平成 31 年 3 月 

RC 2 1,657 ㎡ 0.79 - 

体育館 昭和 53 年 3 月 S 2 540 ㎡ 0.72 H23 

※ 上記のほかプール及び体育器具庫などが含まれます。 

 

 

  



2 

 

おおたけ

小学校 

  ア 代表所在地 

茨城県鉾田市大竹 990 番地 

  イ 敷地面積 

    15,701.01 ㎡ 

  ウ 区域区分 

非線引き都市計画区域 無指定 

  エ 主要建物概要 

※ 上記のほかプール及び物置などが含まれます。 

くしひき

小学校

  ア 代表所在地 

茨城県鉾田市串挽 888 番地 11 

  イ 敷地面積 

    8,271 ㎡ 

  ウ 区域区分 

非線引き都市計画区域 無指定 

   ※ 当該地に存在していた建物は全て解体撤去済です。 

 

  ア 地域振興や雇用促進等、地域活性化に資する提案とします。 

  イ 事業は、施設を整備・維持管理し、事業を運営する提案とし、実現性及び継続性

のあるものとします。 

  

施設名 建築年月 閉校年月 構造 階層 延床面積 IS 値 耐震対策 

校舎 昭和 55 年 12 月 

平成 31 年 3 月 

RC 2 1,938 ㎡ 0.75 - 

校舎 昭和 58 年 3 月 RC 1 328 ㎡ - - 

体育館 昭和 56 年 3 月 S 2 608 ㎡ 0.71 H26 
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ウ 現状有姿での譲渡のため、土地、建物、工作物（擁壁、樹木、街灯等）及び埋設

物など敷地内にある全てのものを一括して売り渡すものとします。事業者は、建

物、工作物及び建物に付帯する諸設備等が現状のまま契約となることを十分理解

し、これを使用する場合において必要となる修繕や整備、安全性の確保について

は、自らの負担と責任において行うものとします。 

エ 土地及び建物については、一体的に利活用することを原則とします。 

オ 応募する際は、現地を確認し、老朽化の度合いや周辺環境を把握した上で提案く

ださい。 

カ 施設を事業者自ら取壊し、又は増改築して利活用する提案も可能とします。 

キ 災害時の対応について、地域のコミュニティへ配慮するものとします。 

ク 当該物件の優先事業者は、基本協定を締結後、１か月以内に地域住民を対象とし

た事業内容等の地域説明会を開催してください。なお、地域説明会の開催日時及び

場所は、市と協議を行うこととします。 

ケ 地域住民との交流や連携を大切にし、良好な信頼関係の形成や周辺にあたえる影

響（住宅地等への圧迫感・プライバシー・日照・騒音等）に配慮した提案としま

す。 

コ 建築基準法や消防法等の関連する法令、条例等を遵守するものとし、改修及び運

営等のために必要な各種法令等に基づく届出は、事業者が行うものとします。 

サ 契約の締結は、市が定める所定の様式により行うものとします。 

シ 契約締結日より１年以内に事業着手、３年以内に事業開始、５年以上提案した事

業継続する見込みであることとします。 

ス 複数施設に提案を行う場合には、事業計画書内にて複数施設を必要とする理由な

どを明示してください。 

セ 雨水等の排水は、敷地内において処理するものとします。 

と う ま

施設名 予定価格 

土 地 11,000,000 円 

建 物 7,790,000 円 

合計価格 18,790,000 円 
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おおたけ

施設名 予定価格 

土 地 
優先事業者決定後 

不動産鑑定を実施 
建 物 

合計価格 

  
くしひき

小学校

施設名 予定価格 

土 地 25,500,000 円 

譲渡希望価格も審査の対象とし、事業内容を含めて総合的に審査・評価を実施し

ます。譲渡希望価格が予定価格を下回る提案（0 円を下限とする）であっても無効

とはなりませんが、譲渡希望価格の増額協議を申し入れます。※但し、旧串挽小学

校は予定価格を下回る提案は無効とします。 

※建物価格及び合計価格には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。 

 

   

（ア） 旧串挽小学校においては予定価格を下回る提案は無効とします。 

（イ） 旧当間小学校、旧大竹小学校においては、譲渡希望価格が予定価格を下回る

提案であっても提案可能です。（０円を下限） 

以下のいずれかに該当する契約の場合、地方自治法第 96 条１項６号及び、鉾田

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

基づき、議会の議決を要します。また、国への財産処分申請に際して、国庫納付金

等支出のため、議会の議決を得る必要がある場合においても、同様の取扱いとしま

す。 

（ア）土地について、予定価格が 2,000 万円以上かつ面積が 5,000 平方メートル以上 

（イ）建物について、予定価格が 2,000 万円以上 

（ウ）譲渡予定価格が予定価格を下回る場合 

（エ）国への財産処分申請手続きに際して、国庫納付金等が必要となる場合 

   ※（ア）または（イ）に該当しない場合、事業承認後の仮契約は不要。 
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  エ  

以下の費用は、全て事業者側の負担とします。 

（ア） 契約に要する費用(収入印紙等)及び所有権移転登記(登録免許税)の費用 

（イ） 対象施設の使用に必要な改修に係る費用(設備整備や備品購入等含む。) 

（ウ） 対象施設に存在する使用しない備品の撤収及び廃棄費用 

（エ） 対象施設の引き渡し時における不具合箇所の改修に関する費用 

（オ） 対象敷地内に存在する利用事業者が使用しない工作物や立木等の除去などに

要する一切の費用 

（カ） 所有権移転日以降の対象施設に関する租税公課(不動産取得税、固定資産税

等)を含む一切の費用 

【参考】 

対象施設名 
固定資産税評価額（令和 7 年度） 

土地 建物 合計 

旧当間小学校 50,871,825 円 37,425,815 円 88,297,640 円 

旧大竹小学校 97,974,815 円 62,602,784 円 160,577,599 円 

旧串挽小学校 9,925,200 円 - 9,925,200 円 

※ 不動産取得税や固定資産税及び登録免許税等の算出の参考としてください。 

ただし、課税地目の変更により評価額変更となる場合があります。 

※ 土地及び建物の固定資産税評価額（令和 7 年度）については、２ 施設概要

等に記載されている各対象施設（土地含む）の主要建物の評価額の合計とな

ります。 

オ

    契約を締結した土地及び建物等に、種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

い状態があるところを発見しても、当該契約不適合を理由として、代金の減額若し

くは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。 

  カ  

    売買契約締結の日から５年間は、次に掲げる行為をしてはならないものとしま

す。 

     ａ 売買・贈与・交換・出資等により所有権を移転すること。 

     ｂ 選定された事業に反することとなる地上権、質権、使用賃借による権利又

は賃借権その他使用及び収益を目的とする権利の設定をすること。ただし、

選定された事業に反しない範囲において、真にやむを得ない理由があるもの

として、事前に市の承認を受けた場合は、この限りではない。 
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キ  

市は、契約の履行に関し、必要があると認めるときは、事業者に対しその業務、

資産の状況等に関して質問し、実地を調査し、又は所要の報告若しくは資料の提出

を求めることができ、事業者は、市の調査に協力するものとします。 

ク

市では、土壌汚染調査、地盤調査、地下埋設物調査、アスベスト調査等は行って

いません。 

 

応募者は、次に掲げる条件すべてを満たす法人とします。なお、契約締結までの間に

各項に定める参加資格の要件を満たさなくなった場合は、資格を失い、失格とします。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項（同令第 167 条の

11 第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しない者であること。 

⑵ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申し立てがなさ

れている者、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申し立

てがなされている者、又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づき破産手続き開始の

申立てが行われている者でないこと。 

⑶ 政令第 167 条の４第２項の規定に基づく鉾田市の入札制限を受けていない者であ  

ること。 

⑷ 鉾田市建設工事等の契約事務に関する規定(平成 17 年訓令第 69 号)第 82 条に基づ

く指名停止等の措置を受けていない者であること。 

⑸ 国税、都道府県税、又は市町村税を滞納していない者であること。 

⑹ 鉾田市暴力団排除条例(平成 23 年鉾田市条例第 13 号)第２条第１号から第３号まで

に規定する者、又は次に掲げる者でないこと。 

 ア 暴力団員が、事業主又は役員となっている者 

 イ 暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが、実質的には暴力団員がその運営

を支配している者 

 ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者 

 エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約、資材、原材料等の購入契

約を締結している者 

 オ 暴力団又は暴力団員に、経済上の利益や便宜を供与している者 
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 カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社

会的に非難されるべき関係を有している者 

⑺ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第２

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これ

に類する業並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団の事務所及び無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律(平成 11

年法律第 147 号)第５条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用に供する者でな

いこと。 

⑻ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 2 条に規定する

廃棄物を処理するための用に供する者でないこと。 

⑼ 宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第 2 条に規定する宗教団体、政治資金規正

法（昭和 23 年法律第 194 号）に規定する政治団体等、宗教活動や政治活動を主たる目

的とする法人及び団体でないこと。 

 

次のいずれかに該当する場合、応募者は、審査を受ける資格及び優先事業者となる資

格を失い、失格とします。なお、この場合において、応募者及び優先事業者に損害が発

生しても、市では一切補償しないものとします。 

 ⑴ 契約に違反した場合 

 ⑵ 本要項で示す応募資格を満たさなくなった場合 

 ⑶ 本要項に定める事項に従わないとき 

 ⑷ 提出書類に不備又は虚偽の記載があった場合 

⑸ 宗教活動や政治活動を目的とした事業又は公益を害する恐れがある事業等を提案し

た場合 

 ⑹ 公正な審査に影響を与える行為があった場合 

⑺ 他の応募者の提案を妨害するなど、手続きの遂行に支障をきたす行為があった場合 

⑻ ヒアリング審査を欠席した場合 

⑼ 企画、資金調達、設計、工事並びに経営及び管理運営等の業務を遂行するにあたっ

て支障がある場合 

⑽ 音信不通となった場合 

⑾ その他本市との信頼関係を損なった場合 
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日 程 内 容 

令和７年 10 月７日～11 月 13 日 一般公募期間（応募登録書類提出期間） 

令和７年 10 月７日～11 月 13 日 一般公募要項の配布 

令和７年 10 月７日～11 月７日 質問受付期間 

令和７年 11 月４日、５日 現地見学会 

令和７年 11 月 13 日 提出期限 

令和７年 11 月中旬 資格審査結果及びヒアリング審査実施日通知 

令和７年 11 月中旬 ヒアリング審査の実施 

令和７年 11 月下旬 優先事業者決定 

令和７年 12 月上旬 基本協定の締結 

令和 7 年 12 月中旬 地域説明会実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年 10 月７日（火）～11 月 13 日（木） 

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

鉾田市政策企画部まちづくり推進課 

※ 市ホームページからは随時ダウンロードできます。 

 

令和７年 10 月７日（火）～11 月７日（金）（午後５時 15 分必着）まで 

 

別紙質問書（様式１号）によるものとします。 

仮契約締結 

議会審議 

契約締結に議会の 

議決を要する場合 

※国の財産処分に係る手続きに期間を 

要するため、優先事業者の決定から 

本契約まで５か月以上要します。 

応募 

（申込） 

資格 

審査 

ヒアリング 

 審査 

優先事業 

決定 

基本協定 

締結 

地域 

説明会 

事業計画 

承認 

財産処分 

手続 

本契約 

引渡し 
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電子メールでのみ受付をします。 

【提出先メールアドレス】 hokomail-c10x  city.hokota.lg.jp 

質問に対する回答は、市ホームページで公表します。受付期間中であっても整理で

きたものから随時公表します。 

なお、単なる意見の表明と解されるもの等は、回答しない場合があります。 

 

   令和７年 11 月４日（火）・11 月５日（水） 

開催日時については見学のお申込みがあった事業者様と調整させていただきます。 

 

  

現地見学会参加申込書（様式２号）により令和７年 10 月 29 日（水）午後５時まで

に電子メールにて申し込みしてください。 

【提出先メールアドレス】 hokomail-c10x  city.hokota.lg.jp 

 

  ア 参加者は、１事業者２名以内とします。 

イ 現地見学会の参加の有無は、選定に一切影響はないものとします。 

  ウ 現地見学会の希望は自由ですが、希望しない場合でも現地説明等について了知さ

れたものとみなします。 

 

 ア 応募登録申込書（様式３号） 

  イ 応募者の概要書（様式４号） 

  ウ 誓約書（様式５号） 

  エ 事業計画書 

  オ 定款（写し） 

  カ 法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（原本） 

＠ 

＠ 
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  キ 印鑑証明書（原本） 

  ク 国税、都道府県税及び市町村各税の納税証明書※（原本） 

※ 過年度を含め、未納がないことを証明するもの。 

    ケ 法人の経営状況等を説明する書類 

   (ⅰ)前 3 事業年度の会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める計算書類及び連結計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）並びに

附属明細書（写し） 

(ⅱ)キャッシュフロー計算書を作成している法人は前３期分のキャッシュフロー 

計算書（写し） 

(ⅲ)前３事業年度の事業報告書（写し） 

   ※ カ～クは、提出日３か月以内に発行されたものを提出してください。 

     ケは、直近 3 年分を提出してください。 

 

    ２部（正本１部、副本１部） 

ＰＤＦデータ（上記ア～ケを 1 ファイルにまとめたＣＤ－Ｒ） 

  

   Ａ４片面とし、書類ごとにインデックスを付け、フラットファイル等に綴じて提出

ください。 

持参又は郵送（期限内必着） 

※持参の際は、市担当へ事前連絡し日程調整の上、来庁ください。 

令和７年 11 月 13 日（木）午後５時 15 分まで 

提出期限後の提出は受け付けません。 

 

〒311-1592 

茨城県鉾田市鉾田 1444 番地 1 

鉾田市政策企画部まちづくり推進課プロジェクト推進係 
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   事業計画書には、以下のア～クに対する内容を簡潔に記載してください。また、事

業者名が分からないように作成してください。 

  

事業の内容や特色を具体的に記載してください。 

市や地域にもたらす効果やメリット（雇用や地域振興など）、市が示している各

種計画とどのような関連性がある事業か記載してください。 

 

    契約締結から事業開始１年目までの事業スケジュールを記載してください。 

※契約締結は、令和８年７月頃を予定していますが、手続きの進行状況により、

前後する場合があります。 

    事業を実施する体制や管理方法について具体的に記載してください。また、当該

施設や景観を適切に維持する方法も具体的に記載してください。 

 地域防災や地域活動に対する配慮、地域との連携などについて具体的に記載して

ください。 

    土地及び建物の利用用途や施設の配置場所を具体的に記載してください。 

（正確な縮尺は、求めません。） 

(ア) 事業費概算 

事業開始までに必要な経費について、項目ごとに金額及び積算根拠を記載し

てください。 

   (イ) 資金調達計画 

      資金の調達先を記載してください。借入金・社債等は、調達先毎に償還年

限、金利等を併せて記載してください。 

    積算根拠等を明確にした上で、収入計画及び支出計画を作成し、収支差額を記載

してください。 

    希望する譲渡価格を記載してください。 
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  ア 事業計画書の様式については、A４版縦、横書き、左綴じを基本とします。 

なお、用紙の余白は、全て２cm を空けてください。 

  イ 表紙を作成し、学校跡地名及び事業名又は施設名を記載してください。 

 ウ 事業者名は、記載しないでください。 

エ 記載すべき事項については、片面 15 ページ以内で作成し、ページ番号を付して

ください。 

オ 文章を補完するために、必要なイラストやイメージ図等を使用することを可能と

します。 

 

提出された応募登録書類を基に、資格審査を実施します。審査の結果は、速やかに

通知します。資格審査通過事業者には、結果と併せてヒアリング審査実施日を通知し

ます。 

  優先事業者を選定するための審査は、市が設置する審査委員会に諮り決定します。

なお、参加申込者が１者の場合であっても審査を実施します。 

  事業提案に対する全審査委員の評価点の平均(以下「評価点」という。)が、最も高

い提案者を優先事業者とします。ただし、最も高い評価点が満点の 1/2 未満であると

きは、該当がなかったものとします。 

 

   令和７年 11 月下旬 

  鉾田市役所 

    審査は、提案者によるプレゼンテーションにより実施します。 

内容 時間 

事業計画書の内容説明（プレゼンテーション） 20 分 

質疑応答 20 分 
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   （ア）事業内容及び特色 

   （イ）事業スケジュール 

   （ウ）管理運営方法 

   （エ）地域に対する配慮 

   （オ）施設利用レイアウト 

   （カ）資金計画・経営能力 

   （キ）譲渡希望価格 

・プレゼンテーションにおいて、事業者名が審査委員にわからないようにしてくだ

さい。 

・プレゼンテーションでは、パソコンの使用を可能とします。モニター及び HDMI

ケーブルは市において用意しますが、パソコンは提案者が用意してください。 

（HDMI 以外で接続を希望する提案者は、変換アダプターを用意してください。） 

・パソコンの設置準備時間は、プレゼンテーションの時間から除くものとします。 

・プレゼンテーション時間の延長は認めません。 

・当日は、資料の追加提出・配布は認めません。 

・説明者は、説明、質疑応答、機器等の操作を含め、３人以内とします。 

・提案者から審査員に対しての質問は認めません。 

・プレゼンテーションは非公開とし、また、他の提案者による傍聴は認めません。 

  

  選定の結果は、全ての提案者に通知し、ホームページにて、全ての提案者の評価

点を公表します。優先事業者以外の提案者名については、掲載しないこととしま

す。 

また、事業者のアイディア及びノウハウ保護の観点から、選定結果及びその審議

内容は非公開とします。 

 

 優先事業者の決定後は、優先事業者と市で基本協定を締結し、本契約に向けて協議

するものとします。優先事業者は、３-⑴-クに示したとおり、基本協定の締結後、 
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１か月以内に地域説明会を実施してください。地域説明会において挙げられた地域住

民の意見、要望等は事業計画に反映させるよう努めてください。 

学校施設の売却について、国への財産処分の承認が必要となる場合、国庫納付金

等に係る市議会の予算議決が必要となります。 

地域説明会の実施により、地域住民の理解が得られた後、市と優先事業者は協議

を進め、双方の合意に達した場合には、市は事業計画の承認について通知します。 

   市議会の予算議決後、事業計画の承認及び市が国の財産処分に係る手続きが完了し

た場合には、市が定める所定の様式により契約（又は仮契約）を締結するものとしま

す。 

   なお、事前に、優先事業者から提示を受けた 10-⑺-ク譲渡希望価格の金額を下回ら

ない範囲で、内容について合意のうえ、見積書の徴取を行います。 

また、議会の議決を要する契約の場合は、仮契約締結後、市議会の議決を経て本契

約を締結します。 

   市議会の議決（⑵市議会の予算議決を含む）を得るまでには、一定期間を要するこ

とがあるとともに、議決が得られない場合は、本契約を締結することができないもの

とします。 

また、本契約を締結できない場合においては、それまでの検討に要した費用等につ

いて、市では一切補償しないものとします。 

   物件の引き渡しは、売買代金の全額納入を確認した後に行います。所有権移転登記

等手続きは市で行います。 

 事業者は、以下の日までに、売買代金の 100 分の 10 以上の契約保証金を納入して

ください。なお、契約保証金は、売買代金に充当します。 

（ア）仮契約の締結を経ずに本契約する場合 

   本契約締結後、市が指定する日まで 

（イ）仮契約の締結、議会の議決を経て本契約する場合 

   仮契約締結後、本契約を締結する日まで 

   ※ （ア）において売買代金を即納する場合には、契約保証金が免除となります。 
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※ 売買代金の不払いその他の契約上の義務の不履行がある場合、契約保証金は、 

地方自治法第 234 条の２第２項の規定により市に帰属することとなりますのでご

注意ください。 

事業者は、本契約の締結の日から 30 日以内に、納付済みの契約保証金を除く売買

代金を全額納付してください。 

 

対象物等の適正な利用を担保するため、本契約締結日から５年間の買戻し特約の登

記を行うこととします。 

 

市は、事業者が契約に定める義務を履行しないときは、催告なしに契約を解除する

ことができるものとします。事業者が、契約に定める義務を履行せず、市に損害を与

えたときは、その損害を賠償しなければなりません。 

また、市は、事業者が本要項で定める参加資格を偽る等の不正をしながら契約を締

結したことが明らかになったとき、契約を解除することができるものとします。 

 

⑴ 本公募への参加費用、その他費用については、すべて事業者の負担とします。 

 ⑵ 提出書類等は、一切返却しないこととします。 

 ⑶ 応募書類等の提出後は、市が合理的な理由があると認めた場合を除き、これに係る

一切の修正等は認めません。 

 ⑷ 優先事業者の決定から本契約までに係る期間は、国の財産処分に係る手続きが必要

なため、５か月以上要します。 

⑸ 事業者は、本要項のほか、「鉾田市学校跡地利用基本方針」及び「鉾田市学校跡地

利活用計画第２回改定版」に記載された事項について十分に熟知してください。 

⑹ 本公募に係る物件は、学校として利用されなくなった施設の跡地活用であり、閉校

後数年経過していることから、応募者の責任により、現地見学会に参加するなど、物

件の状況をよく確認した上で応募してください。 

 ⑺ 応募を辞退する場合には、書面にて辞退届（様式６号）を提出してください。 

⑻ その他必要な事項については、市の指示に従ってください。 

 ⑼ 今回の公募で決まらなかった施設は、再度公募を行います。 
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 ⑽ 財務状況等の確認のため、第三者機関による調査を行う場合もあります。 

 ⑾ 応募に際しては、提出書類の確認や審査会等の調整もあることから、事前に提出す

る旨のご相談・ご連絡をお願いします。 

 

  学校跡地への企業立地及び雇用促進を図るため、学校跡地で事業を企業に対して、

企業立地奨励金及び雇用促進奨励金を交付しています。 

  詳しくは、市ホームページ「学校跡地利活用について」のページをご覧ください。 

 

鉾田市政策企画部まちづくり推進課プロジェクト推進係 

〒311-1592 茨城県鉾田市鉾田 1444 番地 1 

【電話】 0291-36-7154 

【F A X】 0291-32-4443 

【Mail】 hokomail-c10x  city.hokota.lg.jp ＠ 


